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Q

同業者団体の通常会費と旅行積立金

Q:当社は、地元の同業者団体に加入して

いますが、通常会費の他に、旅行へ行く目的

で旅行積立金を支払っています。団体からの

領収書は1枚で会費となっていますので、旅

行積立金も含めて諸会費として処理してよい

でしょうか。

ヱヘ：たとえ、領収書が1枚で会費となって

いても、通常会費分は諸会費としてその年分

の費用に、旅行積立分は旅行積立金などとし

て資産に計上し、旅行を行った年度に交際費

等として処理します。

【解説】

同業者団体等の通常会費とは、同業者団体

等が、その会員のために行う通常の事業活動
のために必要とする費用の分担金で、同業者

団体等がその会計年度に費消してしまう会費

ですので、原則として支出した年度の経費と

なります。

しかし、特別会費の場合は、原則として支

出時に資産計上し、その支出後、実際に費消

された年度に、その特別会費の費途に応じて

繰延資産、交際費等、寄付金等として処理す

る必要があります。

ご質問の場合、旅行積立分は、通常会費で

はなく特別会費となりますので、旅行に行っ

た年度に資産をとりくずして、交際費等とし

て処理することになるわけです。
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